
平成１８年度当初予算要求通知のポイント 

 

平成１７年１０月２１日 

総 務 部 財 政 課 

(２２３－２０７６ ) 

 

１ 予算編成の基本的考え方 

 厳しい財政状況の中、 

① 事業の選択と集中 

② 民間能力の活用 

③ 総合的、横断的な施策の展開 

により予算の質的転換を図り、活力ある千葉県づくりと財政健全化を両立 

させる。 

 

２ 予算編成方式の見直し 

平成１６年度当初予算から導入した枠配分方式は、各部局による事業の

自主的な見直しの促進、大幅な経費節減等、一定の成果を上げたが、   

各部局における見直しにも限界があり、事業が矮小化したり、一律削減に

陥ることも危惧される。 

そこで、枠配分のメリットを活かしつつデメリットを回避するため、  

１８年度当初予算編成においては、各部局の自主的な見直しを推進する 

ための枠配分内要求に加え、枠配分内要求では対応できない、今後の県政

を見据えた新規事業・重点事業に対応するための「枠外要求」も認める  

「枠配分・枠外要求併用方式」による予算編成を行うこととする。 

 

３ 経費区分・要求基準について 

経費区分は、「義務的経費」「戦略プロジェクト経費」「投資枠経費」   

「その他の政策枠経費」の４区分とする。 

 

（１）義務的経費は、各部局で積算した所要額を要求する。 

 

（２）戦略プロジェクト経費については、総合企画部から別途指示する。 

 



（３）投資枠経費、その他の政策枠経費については、各部局での質的転換に  

よる行財政改革努力を進めるため、平成１７年度６月補正後予算額  

（一般財源ベース）の９３％で枠配分し、各部局は配分枠の範囲内で  

要求する。                    〔枠配分内要求〕 

 

（４）県政のダイナミズムを確保し、各部局の積極的な施策立案を進めていく

ため、投資枠経費、その他の政策枠経費については枠外要求を認める。

各部局において十分な見直しを行った上で、なお枠配分内では対応  

できない新規事業・重点事業がある場合には、枠配分額の１０％を上限

に要求する。 

〔枠配分内要求と合わせた要求全体は対前年度１０２％まで可能となる〕 

 

（５）義務的経費であっても、各部局が既存施設の廃止や負担協定の改正など

の抜本的な見直しを行うことによって生じる節減分については、投資枠

経費・その他の政策枠経費への転用を認めることとする。また、投資枠

経費とその他の政策枠経費の間の転用も認めることとする。 

 

（６）現在実施している事務事業の見直し作業の結果を要求に反映させる。 

 

４ 要求書の提出期限 

   平成１７年１１月１８日（金） 



 

＜１８年度当初予算編成のイメージ＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

義務的経費 

 

 

人件費     

税関係交付金  

公債費     

社会保障費  など  
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対前年度 
102％ 

投資枠経費 

③県政のダイナミズムを確保し、各部局

の積極的な施策立案を促すため、  

枠配分額の１０％を上限に（対前年度

１０２％まで）枠外要求を認める。 

 

①義務的経費は所要額を要求 

 戦略プロジェクトは 

総合企画部で今後調整予定 

確保 

②枠配分（対前年度９３％） 

「質的転換」による行財政

改革努力を進める 

多くの選択肢を比較検討した 

うえでの「選択と集中」 

 

17年度 
水 準 

⑰1,842億円 


